
雇⽤調整助成⾦の特例措置の縮減は5⽉
から。助成額上限は1万3500円、助成率
は9/10に。
7⽉以降はさらに縮減する⽅針
■現⾏の特例措置の取扱い
○4⽉末まで現⾏の特例措置を継続
⽇額上限︓(１⽇１⼈あたり) 15,000円
助成率︓(中⼩企業)  最⼤10/10、 (⼤企
業) 最⼤ 3/4
■５⽉〜６⽉の特例措置の取扱い
○原則的な措置を段階的に縮減
⽇額上限︓(１⽇1⼈あたり) 13,500円
助成率︓最⼤ 9/10(中⼩企業)
・感染拡⼤地域特例・業況特例（特に厳
しい企業）については⽇額上限(１⽇１⼈
あたり) 15,000円 助成率︓最⼤ 10/10
(中⼩企業・⼤企業)
■7⽉以降の取扱い
○雇⽤情勢が⼤きく悪化しない限り、原
則的な措置、特例措置が更に縮減
■1年を超えての受給が可能
雇⽤調整助成⾦は、通常、１年（対象期
間）内に実施した休業等 について受給す
ることができますが、新型コロナウイル
スの特例措置の延⻑に伴い、１年を超え
て引き続き受給することができます。
1年を超えて受給できるのは、最⻑で令
和3年6⽉30⽇までとなります。

2021
4⽉号⼈と組織の成⻑を⽀援する経営者のサポーター

社会保険労務⼠法⼈栁澤会計Support Letter
ト ピ ッ ク ス ︕ 雇⽤調整助成⾦・緊急雇⽤安定助成⾦の特例措置 4⽉末まで

緊急事態宣⾔は東京・神奈川・千葉・埼⽟が3⽉7⽇までとなりました。予定通り解除された場合、新型コロナウ
イルスの感染拡⼤の影響で売り上げが減少した事業者が休業⼿当を⽀給して従業員を休ませた場合、政府がその
費⽤の⼀部を助成する雇⽤調整助成⾦と緊急雇⽤安定助成⾦の特例措置は4⽉末までとなります。

引⽤︓厚労省「雇⽤調整助成⾦助成⾦ガイドブック」

■雇⽤調整助成⾦の特例措置とは
雇⽤保険被保険者の従業員を休業させた場合の助成⾦。新型コロナウイルスの影響を受け販売量、売上⾼など
が1か⽉5％以上低下した事業者が、休業⼿当を⽀給して従業員を休ませた場合、その費⽤の⼀部を助成します。
助成率は中⼩企業80%（4/5）、⼤企業は約67%（2/3）。
解雇などをせずに雇⽤を維持していれば、助成率が中⼩企業⼀律10/10、⼤企業は3/4。1⽇1⼈あたりの上限は
1万5000円。対象は2020年4⽉1⽇から2021年2⽉28⽇の期間中に⾏った休業や教育訓練でしたが、緊急事態
宣⾔が全国で解除された⽉の翌⽉末まで延⻑することとなりました。
■緊急雇⽤安定助成⾦の特例措置とは
雇⽤保険被保険者ではない従業員（学⽣やアルバイト）を休業させた場合の助成⾦。
助成率は、2020年1⽉24⽇から判定基礎期間の末⽇まで解雇などを⾏っていない場合100％（10/10）。解雇した
場合は80%（4/5）を助成します。
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外にも、友達や先⽣と新たな⾨出を喜び合い、別れを惜しむことにあると思うので、少しでも良い思い出と
なる卒業式になればと思います。さて、昨今、マスクも機能性プラスお洒落なものが沢⼭あり、選択肢に悩
みますよね。卒業式のマスクは、フォーマルなものや和柄などもあり、⽀度に合わせてコーディネート
するとテンションが上がりそうです。新年度も前向きな⽇々になるよう⼼掛けたいと思います。(折井)

令和3年3⽉分（4⽉納付分）より協会けんぽの健康保険料率が改定されます

令和3年度 協会けんぽ健康保険料率（⻑野⽀部）

現 ⾏

標準報酬⽉額の
9.70％

令和2年3⽉分（4⽉納付分から）健康保険料率

※【東京⽀部】健康保険料率9.84％（従前9.87％）↓、介護保険料率1.80％（従前1.79％）↑

令和3年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3⽉分（4⽉納付分）からの適⽤となります。
健康保険料率は、現⾏の9.70％から9.71％へ引き上げ、介護保険料も、現⾏の1.79％から1.80％へ引き上
げとなります。新保険料率の保険料を3⽉の給与⽀給分から適⽤させるか、4⽉⽀給分から適⽤させるかは会
社により異なりますので、しっかりと確認ください。

標準報酬⽉額の
9.71％

介護保険料率現 ⾏

標準報酬⽉額の
1.79％

令和2年3⽉分（4⽉納付分から）

標準報酬⽉額の
1.80％
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令和３年4⽉より36協定届の様式が新しくなります

36（サブロク）協定とは、正式には「時間外・休
⽇労働に関する協定届」といいます。 労働基準法
第36条により、会社は法定労働時間(1⽇8時間、
週40時間)を超える時間外労働及び休⽇勤務など
を命じる場合、労働者代表と協定を結び労働基準
監督署に届け出ることが義務付けられています。
この36協定届が4⽉より押印が不要となるなど新
しくなります。なお4⽉前でも使⽤が可能です。
＜変更点＞
①36協定届における押印・署名の廃⽌
労基署に届け出る36協定届について、使⽤者の押
印及び署名が不要となります
②協定当事者に関するチェックボックス新設
36協定の適正な締結に向けて、労働者代表につい
てのチェックボックスが新設されます
③特別条項に「限度時間を超えて労働させる場合
における⼿続き」欄を追加

⽇差しの暖かい⽇が増えてきました。春の訪れを感じますが、お別れの季節でも
ありますね。コロナが流⾏りだした昨年３⽉の卒業式は、中⽌になったり規模を
縮⼩して⾏ったり、今まで経験したことがない状況が起こりましたが、どうやら
今年も規模を縮⼩して⾏うところが多いようです。ただ、重要なことは、式典以

＜新36協定届＞


